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 日頃、一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構への活動につきまして、  

ご指導ご鞭撻を賜り厚く御礼申し上げます。また、精神障がい者の保健医療福祉施策の充実

のために日々ご尽力をいただいておりますこと、重ねて御礼申し上げます。 

 弊法人は、精神障がい者当事者（精神的に困難な経験を有する当事者）が、そのリカバリー

経験等を活かしつつ、各種専門職と協働し、精神障がい者のリカバリー支援することができる

「精神障がい者ピアサポート専門員」を育成し、精神障がい者の福祉の発展及び国民の精神

保健の向上に貢献することを目的にした団体です。 

 精神障がい者の地域移行や地域生活の支援をより充実させるためにも、ひいては、精神障が

い者がその障がいに囚われずに地域や社会に支えられるだけでなく、社会に貢献し、また活躍

が出来るようになっていくためにも、有効な支援であるピアサポートについて、今般の障害福祉

サービス等報酬改定検討チームに対して下記の通り要望いたします。 

 

 

要 望 事 項 

 

【障害ピアサポーターを配置することについての評価の新設について】 

ここでいう障害ピアサポーターは、自らの困難な経験（障がい経験）の受容をすることやリカ

バリーの道を現在進行形で歩み続ける経験の中で、その困難な経験とスティグマの中だけに

囚われずに、新たな人生の希望や目的を見出していけるのだというリカバリーの実体験を持っ

ています。よって、他の障がい当事者が、障害体験を経る体験の中において様々な理由で希望

を見失ってしまうことやその心持、孤独に深く共感し、自身や広く世間に存在するスティグマを

緩和し、再び、希望ある人生の再構築のために本当に必要なことに焦点をあてながら、自らの

リカバリー経験を活かし、他の障がい当事者の本質的リカバリーを支援できる者を想定してい

ます。 

 

 障害ピアサポーターが、支援現場や広く国民にとって身近な地域に存在することの意義はと

ても大きく、例えば障がい・疾病を持ち始めた時の社会復帰に対する障がい当事者やその家



族の苦悩に、実感をもって寄り添えること、もう一度自分の人生を取り戻すリカバリーの過程や

その工程を一緒に実感をもって考えるようなロールモデルとして存在し得ることが、まさにこれ

からリカバリーを歩んでいこうとする障がい当事者及び身近で支える家族等にとって心の支え

となりえるのです。また、身近な地域に、リカバリーの道を歩んでいるピアサポート従事者が存

在することが、広く国民の精神障がいに対する偏見を解消していくことにもつながり、共生社会

の実現に寄与できるものと考えます。 

 

 これらの役割を担う、リカバリーについて一定の知識や技能を有している障害ピアサポーター

が、障がい当事者の身近な存在であるために各障害福祉サービス提供事業所等に雇用され

ているということが重要であり、そのためにも障害ピアサポーターになるための研修や併せて

障害ピアサポーターを配置することについての報酬上の評価の新設が必要となります。 

その根拠として、【厚生労働省 令和元年度 障害者総合福祉推進事業】「ピアサポーター

に関する実態調査」【 イ．ピアサポーターの活動に対する期待と効果】（P13）にも示されてい

る通り、障害ピアサポーターの当事者へのプラスの影響は大きいことが評価された結果となっ

ており、その存在の必要性は高いことが示されています。また、【令和元年度 総合福祉推進事

業】「ピアサポートを担う人材の活用を推進するための調査研究及びガイドライン作成のため

の研究」では、精神障がいと身体障がいのピアサポート活動の有効性について調査しており、

「同じような経験をしたことによる共感、関係性づくりが早かったことが挙げられた。」などの有

効性を指摘しています。 

その上で、令和 2 年度の地域生活支援事業として「障害ピアサポート研修事業」が位置付

けられました。これまで自治体ごとに取り組まれていたピアサポート活動の養成等が、標準化  

されたことは大変好ましい事です。しかし、報酬上の評価がなされないままでの事業所等の  

雇用ということですと、必要な障害ピアサポーターの雇用の機会やその活動の担保が難しくな

る懸念があり、国民の身近の存在となりえません。都道府県地域生活支援事業の「障害ピアサ

ポート研修事業」とともに、そこで養成された障害ピアサポーターが、報酬上の評価も併せて受

けられるように、早急に検討を頂きたいと考えています。 

また、「障害者ピアサポート研修事業」は、障害者と障害福祉サービス事業所等の管理者等

を受講の対象として、障害ピアサポーターと管理者等の相互理解の促進にも寄与した内容に

なっています。この研修の質の担保をはかるためには、国の責任において、相談支援専門員、  

サービス管理責任者と同様に、都道府県の指導者向けの研修を行うことを求めます。 

 

 最後に、障がい当事者の支援現場や支え合う身近な地域等に、リカバリー経験を有した障害

ピアサポーターが自分なりの人生の再目標を得て就労している姿が身近に存在するという事

は、他の障がい当事者の希望が枯渇してしまっているような心に再び希望を取り戻す、そんなこ

とも障害ピアサポーターの役割といえます。その障害ピアサポーターが果たす役割にも注目し

ていただきたいと思います。そして、その評価については、従来の専門職の下請け的なものでは

なく、同じ支援現場の同僚として価値あるものを望みます。 

以上 


